
【高度利用条例 手続き検討フロー図】 

（「市街地における適正な土地の高度利用に関する条例運用基準」より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【土地の高度利用】（条例第５条） 

①高度利用地区 

②特定街区 

③地区計画等 

④総合設計等 

①高度利用地区 

②特定街区 

③地区計画等 

④総合設計等 

・一般型総合設計 

・マンション再生型総合設計 

・長期優良住宅型総合設計 

＜３ 土地の高度利用に係る技術基準＞ 

（１）都市計画の活用に係る技術基準 

３章第５ 

「総合設計等（許可基準）」 

（事務局：都市計画課） 

（建築指導課） 

＜３ 土地の高度利用に係る技術基準＞ 

（２）総合設計等の許可に関する基準 

（関係各課） 

高度利用条例の規定 

（条例基準） 

（事務局：都市計画課） 

「市街地における適正な土地の高度利用に関する条例運用基準」 

＜１ 土地の高度利用に係る適用評価＞ 

＜２ 土地の高度利用に係る制度の選定＞ 

３章第４ 

「都市計画決定関系」 

＜別紙「市街地における適正な土地の高度利用

に関する条例運用基準（都市計画決定関連）＞ 

許可申請 

（建築審査会） 

（都市計画審議会） 

都市計画手続き 

許可通知書 


